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012345678910

①
②

③
④

そ
の
他

自
治
体
数

○
審

査
項

目
①
都

道
府

県
子

ど
も
・
子
育

て
支
援

事
業

計
画
に
照
ら
し
、
当

該
増

加
（
減

少
）
に
よ
っ
て
、
当

該
施

設
の

所
在

す
る
都

道
府

県
設

定
区

域
の

教
育

・
保

育
の

提
供

体
制
の

供
給

超
過
（
又

は
当
該

区
域

の
教

育
・
保

育
の
量

の
需

要
超

過
）
と
な
ら
な
い
か

。
②
当

該
協

議
に
係
る
施

設
の

所
在

す
る
市

町
村

の
市

町
村

子
ど
も
・
子

育
て
支

援
事
業

計
画

に
照

ら
し
、
当

該
増

加
（
減

少
）
に
よ
っ
て
、
当

該
施

設
の

所
在
す
る
市

町
村

設
定
区

域
の

教
育
・
保

育
の
提

供
体

制
の

供
給

超
過

（
又

は
当

該
区

域
の

教
育

・
保

育
の

量
の

需
要

超
過

）
と
な

ら
な
い
か

。
③
（
定

員
を
減

少
さ
せ

る
場

合
の

み
）
現

に
利
用
し
て
い
る
小

学
校
就

学
前

子
ど
も
に
対

す
る
適

切
な
措

置
が

な
さ
れ

て
い
る
か

。
④
認

可
定

員
と
整

合
性
が
と
れ
て
い
る
か

。
（
利

用
定

員
と
認

可
定

員
が
合

致
し
て
い
る
か

／
認

可
定

員
と
大

幅
に
乖

離
し
て
い
な
い
か

等
）

問
３
．
協

議
に
係

る
審

査
内

容

そ
の

他
（
具

体
的
記
述

）

・
年

齢
階

層
ご
と
に
適

切
な
定

員
と
な
っ
て

い
る
か

（
１
～

２
歳

の
定

員
が

０
歳

の
定

員
を
下

回
っ
て
い
な
い
か

等
）

・
過

去
及

び
現

在
の

実
員

に
照

ら
し
て
適

切
な
定

員
と
な
っ
て
い
る
か

（
定

員
を
変

更
す
る
際

、
実

員
が

定
員

を
上

回
っ
て

い
な
い
か

等
）

・
３
号

か
ら
２
号

若
し
く
１
号

へ
の

在
園

保
障

が
担

保
さ
れ

る
範

囲
の

変
更

と
な
っ

て
い
る
か

。

・
供

給
過

剰
状

態
で
の

利
用

定
員

の
増

員
若

し
く
は

供
給

不
足

状
態

で
の

利
用

定
員

の
減

少
な
ど
、
ど
の

よ
う
な
理

由
あ
る

か
を
確

認

2



○
あ
り
の

場
合

の
意

見

・
定
員
増
と
す
る
も
の
の
入
所
児
童
が
利
用
定
員
を
超
過
し

て
い
る
た
め
。

（
定
員
増
と
す
る
も
の
の
、
な
お
入
所
児
童
が
利
用
定
員
を

超
過
す
る
た
め
、
今
後
も
超
過
の
状
況
が
続
く
場
合
は
、
施

設
側
と
市

町
村
と
の
間
で
見
直
し
の
協
議
が
必
要
と
の

意
見

を
付
し
た
。
）

・
一
時
的
な
理
由
に
よ
り
定
員
減
と
し
て
い
る
た
め
。

（
定
員
減
を
行
う
事
情
が
解
消
さ
れ
た
後
に
は
、
地
域
の
保

育
事
情
を
考
慮
し
、
施
設
側
と
市
町
村
と
の
間
で
定
員
の

引
き
上

げ
な
ど
の
協
議
が
必
要
と
の
意
見
を
付
し
た
。
）

問
４
．
意

見
出

し
の

実
績

の
有

無

あ
り
（
１
）

そ
の

他
（
１
）

な
し
（

8）

○
そ
の

他

・
正
式
な
回
答
と
し
て
意
見
を
述
べ
た
こ
と
は

な
い
が
、
事

前
調
整
に
お
い
て
、
認
可
定
員
と
の
整
合
性
や
実
員
の
状

況
と
照

ら
し
て
再

検
討
を
依
頼
し
、
修
正
や
協
議
の
取
下
げ

が
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
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問
５
．
本

提
案

に
対

す
る
考

え

012345678910

①
②

そ
の

他

①
市
町
村
か
ら
都
道
府
県
へ
の
利
用
定
員
設
定
・

変
更
協
議
に
お
い
て
、
広
域
的
観
点
か
ら
の
審

査
の

必
要
性
が
乏
し
い
た
め
。

②
利
用
定
員
の
新
規
設
定
に
つ
い
て
は
、
認
可

申
請

時
の
審
査
に
よ
っ
て
担
保
で
き
る
た
め
。

③
そ
の
他
（
自
由
記
述
）

計
画
の
進
捗
管
理
の
状
況
把
握
に
あ
た
り
、
教

育
・
保
育
施
設
の
利
用
定
員
数
を
把
握
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
届
出
は
必
要

自
治

体
数

②
の

理
由

9
8

1

4

本
提

案
に
対

す
る
考

え
自

治
体

数

①
市
町
村
か
ら
都
道

府
県

へ
の

「
協

議
」
は

必
要

０

②
市
町
村
か
ら
都
道

府
県

へ
の

「
協

議
」
は

不
要
だ
が

、
市
町

村
か
ら
都
道
府

県
へ
の
「
届

出
」
は

必
要

１
０
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